
様式第１号（第３条関係） 

5 松(教施)第 238 号 

令和 6 年 1 月 9 日 

（宛先）松山市監査委員 

松山市教育長 前田 昌一  

 

令和 5 年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書 

令和 5 年 11 月 10 日付松監第 66 号の定期監査結果報告に基づき，又は当該監査の結果を

参考として講じた措置の状況について，地方自治法第 199 条第 14 項の規定等により通知し

ます。 

所管部課 教育委員会事務局 学習施設課 所管課等長氏名  栗原 英弥 

措置の状況   ■措置を講じた  □措置を講じる予定  □措置を講じない 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

（４）小学校、中学校 

・消防計画作成（変更）届出書の提出につい

て 

防火管理者が変更した場合は、防火管理者

選任（解任）届出書及び消防計画作成（変更）

届出書を所轄の消防署長に提出する必要があ

るが、消防計画作成（変更）届出書の提出がさ

れていない状況が見受けられた。提出されて

いなかった理由及びそれらの改善に向けた取

組を検証し、適切な事務手続を徹底されたい。 

[浅海小学校] 

 

 

 

 

 

 

・「学校における漏水防止マニュアル」の遵

守について 

「学校における漏水防止マニュアル」にお

いて、「プール注水バルブの開閉簿」（以下「開

閉簿」という。）を作成し、注水バルブ開閉日

時及び開閉者の氏名を記録することとなって

いるが、開閉簿が作成されていない状況が見

受けられた。開閉簿が作成されていなかった

理由及びそれらの改善に向けた取組を検証

し、漏水防止を徹底するためにも「学校におけ

る漏水防止マニュアル」に基づき適正な管理

を徹底されたい。 

[たちばな小学校・北条北中学校] 

 

 

 

 

・工作物及び機器等の安全点検について 

学校における事故防止については、令和 3 年

5 月 25 日付け 3 施施企第 4 号文部科学省等か

（４）小学校、中学校 

・消防計画作成（変更）届出書の提出につい

て 
当該校は、防火管理者が変更した場合、「防

火管理者選任（解任）届出書」のみの提出で良
い、との認識であったことから、未提出となっ
ていました。 
そこで、当該校に対し「消防計画作成（変更）

届出書」を作成するよう指導し、同校が本届出
書を本市消防局へ提出したことを確認しまし
た。 
なお、今回の指摘事項について、令和 5 年

11 月 1 日付 5 松（教施）第 202 号「令和 5 年
度 松山市監査委員事務局による定期監査の
指摘事項について」で全小中学校へ通知し、マ
ニュアル等に基づく、学校施設の適正管理を
指導しました。 
 

 

・「学校における漏水防止マニュアル」の遵

守について 

当該校は、学校管理者及びプール注水バル

ブの開閉を主に行う体育主任教諭等が、「開閉

簿」の作成の必要性を認識していなかったこ

とから、未作成となっていました。 

そこで、当該校に対し「学校における漏水防

止マニュアル」を再確認し、マニュアルに基づ

き確実に業務を遂行するよう指導するととも

に、「開閉簿」を作成したことを確認しました。 
なお、今回の指摘事項について、令和 5 年

11 月 1 日付 5 松（教施）第 202 号「令和 5 年
度 松山市監査委員事務局による定期監査の
指摘事項について」で全小中学校へ通知し、マ
ニュアル等に基づく、学校施設の適正管理を
指導しました。 
 

 

・工作物及び機器等の安全点検について 

当該校は、石碑等の日常的な安全点検を実



らの通知「学校環境における工作物及び機器

等の安全点検について（依頼）」において、点

検の対象外となっているものがないか確認

し、不足している項目を安全点検表に追加す

ることとされている。 

点検場所ごとに安全点検表が作成されてい

たが、石碑等が設置してある場所については

作成されていなかった。石碑等の安全確認は

日常的に実施しているとのことであったが、

安全点検表が作成されていなかった理由及び

それらの改善に向けた取組を検証し、倒壊や

落下等による重大な事故の未然防止のために

も、把握漏れのない安全点検表の作成を徹底

されたい。 

[生石小学校] 

 

 

むすび 

「学校における漏水防止マニュアル」の遵守

について 

「学校における漏水防止マニュアル」につ

いては、平成 23 年度に学校プール水道水流出

事故が発生した際に、再発防止に向け教育委

員会が策定したもので、漏水防止管理体制や

具体的なチェック及び記録方法が定められて

いるが、一部の学校においてマニュアルに沿

った運用が行われていない状況が見受けられ

た。 

これについては、過去にも同様の指摘をし

ているところであるが、徹底されていないこ

とから、所管部署においては、マニュアルの遵

守を指導されたい。 

施しているものの、点検表の作成を失念した

ことから、未作成となっていました。 

そこで、当該校に対し、石碑等の点検表を作

成するよう指導し、これを用いて点検してい

ることを確認しました。 

なお、今回の指摘事項について、令和 5 年
11 月 1 日付 5 松（教施）第 202 号「令和 5 年
度 松山市監査委員事務局による定期監査の
指摘事項について」で全小中学校へ通知し、マ
ニュアル等に基づく、学校施設の適正管理を
指導しました。 

 

 



様式第１号（第３条関係） 

５松(教地)第 428 号 

令和６年１月１０日 

（宛先）松山市監査委員 

松山市教育長 前田 昌一  

 

令和 5 年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書 

令和 5 年 11 月 10 日付松監第 66 号の定期監査結果報告に基づき，又は当該監査の結果を

参考として講じた措置の状況について，地方自治法第 199 条第 14 項の規定等により通知し

ます。 

所管部課 教育委員会事務局 地域学習振興課 所管課等長氏名  西口 力生 

措置の状況   ■措置を講じた  □措置を講じる予定  □措置を講じない 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

（２）公民館 

・備品の適正管理について 

備品の管理状況について抽出で調査を行っ

たところ、備品シールを貼付していないもの

が一部見受けられた。備品の管理状況につい

て再度確認を行い、適正管理ができていなか

った理由及びそれらの改善に向けた取組を検

証し、備品の適正な管理を徹底されたい。 

[桑原公民館] 

 

 

・記録媒体等管理台帳の適正な整備について 

保有するＳＤカードについて記録媒体等管

理台帳に記載していない状況が一部見受けら

れた。記録媒体等の整備状況について再度確

認を行い、記録媒体等管理台帳に記載できて

いなかった理由及びそれらの改善に向けた取

組を検証し、記録媒体等の適正な整備を徹底

されたい。 

[八坂公民館]                    

 

 

むすび 

記録媒体等管理台帳の適正な整備について 

松山市情報システム管理運営要綱におい

て、保有する記録媒体等について記録媒体等

管理台帳を整備し、適正に管理しなければな

らないと定められているが、ＳＤカードを記

録媒体等管理台帳に記載していない状況が一

部見受けられた。 

これについては、過去にも同様の指摘をし

ているところであるが、徹底されていないこ

とから、所管部署においては、適正に整備する

よう指導されたい。 

 

 

（２）公民館 

・備品の適正管理について  

 適正管理ができていなかった理由は、公民
館主事の認識誤りにより、該当備品が把握で
きていれば、備品シールの貼付は不要と認識
していた。 
改善に向けた取組として、指摘後に全 41 館

の全ての備品を職員 2 名による再確認を実施
し、適正管理の徹底を行った。 
 
 
 

・記録媒体等管理台帳の適正な整備について 

 記録媒体等管理台帳への記載漏れの理由に

ついては、公民館主事の確認不足により、平成

24年に購入したビデオカメラに、SDカードが

附属されていることを見落としていた。 
改善に向けた取組として、指摘後にシステ

ム管理課と協議し、記録媒体等管理台帳の掲
載内容の再確認を行った。また、全 41館全て
の記録媒体等を職員 2 名により、台帳への記
載漏れがないか確認を実施し、適正管理の徹
底を行った。 
 

 

 



様式第１号（第３条関係） 

５松(高)第６４６号 

令和６年 ３月２９日 

 

（宛先）松山市監査委員 

松山市長 野志 克仁  

 

令和５年度 財政援助団体監査結果報告に基づく措置通知書 

令和6年1月12日付松監第72号の財政援助団体監査結果報告に基づき，又は当該監査の結

果を参考として講じた措置の状況について，地方自治法第199条第14項の規定等により通知

します。 

所管部課等 保健福祉部 高齢福祉課 所管課等長氏名  髙市 直樹 

措置の状況   ■措置を講じた  □措置を講じる予定  □措置を講じない 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

松山市軽費老人ホーム恵原荘 

・指定期間を超過したリース契約について 

松山市軽費老人ホーム恵原荘の指定管

理者として指定する期間は、平成 31 年 4

月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日としてい

るが、その指定期間を超過するリース契

約が見受けられた。指定期間を超過して

契約を行った理由及びそれらの改善に向

けた取組を検証し、適切な事務手続を徹

底されたい。 

松山市軽費老人ホーム恵原荘 

・指定期間を超過したリース契約について 

 ご指摘いただいたあと、直ちに指定管理

者に通知した。 

 指定期間を超過したリース契約があった

理由としては、指定管理者から「自動車リ

ースについては、法人として一体的に管理

し、リース期間中に車両使用がなくなった

場合は契約内容の変更を行い他管理施設で

使用することで柔軟な運用が可能であるこ

と、途中解約条項を契約書に盛り込んでい

ることから期間について車検期間（軽貨物

の場合 2 年 3 期 6 年の期間）に合わせたリ

ース期間を設定することで指定管理経費を

抑えるよう努めていた」ことを聞き取った。

指定管理者は、令和 5 年度末の軽費老人ホ

ーム恵原荘の指定管理廃止に伴い、令和 6

年 4 月以降は他の事業団管理施設で使用す

る為、車両リース会社との間で契約書・仕

様書にある車両使用場所等の変更につい

て、令和 6 年 3 月 25 日付で覚書を取り交わ

し、指定管理期間内でのリース契約とした。 

 なお、当該施設は令和 6 年 3 月 31 日で指

定管理期間が終了する。 

 

 

 



様式第１号（第３条関係） 

松(港)第 469 号 

令和6年1月29日 

 

（宛先）松山市監査委員 

 

松山市長 野 志 克 仁   

 

令和5年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書 

令和6年1月19日付松監第74号の定期監査結果報告に基づき，又は当該監査の結果を参考として

講じた措置の状況について，地方自治法第199条第14項の規定等により通知します。 

所管部課等 都市整備部 空港港湾課 所管課等長氏名  升 本  一 

措置の状況   ■措置を講じた  □措置を講じる予定  □措置を講じない 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

１ 収入事務について 

（２）港湾管理使用料 

・不要な収納領収書の作成について 

まつやま・ほりえ海の駅「うみてらす」に設

置しているコイン式のシャワー等の使用料は、

市の会計員が直接コインケースの現金を回収

し、払込書にて市に納付しているが、本来作成

すべきではない収納領収書が作成されている

状況が見受けられた。不要な収納領収書を作成

した理由及び改善に向けた取組を検証し、今後

においては適正な事務処理に努められたい。 

１ 収入事務について 

（２）港湾管理使用料 

・不要な収納領収書の作成について 

「うみてらす」設置のコイン式シャワーの使

用料に係る収納領収書の作成につきましては、

市会計員が現金徴収する他の収納業務で同領

収書を作成し、領収書原符の保管を行っている

ことから、当該使用料の徴収においても同様に

作成及び保管が必要と誤認し作成していたも

のでした。今回のご指摘により、同領収書が不

要であると認識しましたので、改めて収納業務

全般の確認を行い、作成は当該業務だけであっ

たことを確認しました。 

今後は、当該業務での不要な収納領収書の作

成を取りやめ、適正な会計事務に努めます。 

 

  



様式第１号（第３条関係） 

5松(公緑)第 1913 号 

令和６年３月８日 

 

（宛先）松山市監査委員 

 

松山市長 野 志 克 仁   

 

令和5年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書 

令和6年1月19日付松監第74号の定期監査結果報告に基づき，又は当該監査の結果を参考として

講じた措置の状況について，地方自治法第199条第14項の規定等により通知します。 

所管部課等 都市整備部 公園緑地課 所管課等長氏名  川 口 征 英 

措置の状況   ■措置を講じた  □措置を講じる予定  □措置を講じない 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

１ 収入事務について 

（２）公園緑地総務使用料 

・使用料の納入時期について 

都市公園占用料及び都市公園使用料の納入

時期は、松山市都市公園条例施行規則により、

都市公園の使用の許可の際徴収することとさ

れているが、実施するイベント等が雨天中止と

なる事情等から実施後に納入を依頼し、適正な

時期に納入されていないものが見受けられた。

条例等に沿った事務処理が行われなかった理

由及びそれらの改善に向けた取組を検証し、適

切な事務手続きを徹底されたい。 

１ 収入事務について 

（２）公園緑地総務使用料 

・使用料の納入時期について 

都市公園占用料及び都市公園使用料につい

ては許可の際に納入の通知をしており、イベン

ト等が雨天中止となった場合の返金手続等市

民負担を軽減するため、実施後に納入するよう

依頼していたが、許可から実施までの期間が空

く場合に納入が遅くなることがあった。令和６

年１月以降、通知から２０日を納付期限とし、

事務マニュアルも改正して課内の情報共有及

び確認体制の強化を図った。今後も適切な事務

手続きの徹底に努める。 

 

  



様式第１号（第３条関係） 

5松(建指)第 561号 

令和6年3月13日 

 

（宛先）松山市監査委員 

 

松山市長 野 志 克 仁   

 

令和5年度 定期監査結果報告に基づく措置通知書 

令和6年1月19日付松監第74号の定期監査結果報告に基づき，又は当該監査の結果を参考として

講じた措置の状況について，地方自治法第199条第14項の規定等により通知します。 

所管部課等 都市整備部 建築指導課 所管課等長氏名  山 下 勝 義 

措置の状況   ■措置を講じた  □措置を講じる予定  □措置を講じない 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

１ 収入事務について 

（１）建築指導手数料 

１）建築指導手数料 

・申請書等の確認について 

申請手数料の取扱いについては、建築指導課

窓口にて申請者又は申請代理人から申請書を

受け付け、調定書を作成し相手方に内容を確認

した後で納付書を手渡すが、申請書に記載され

た申請者の氏名と異なる氏名で発行されてい

るものが見受けられた。申請者の氏名と異なる

氏名で発行してしまった理由及びそれらの改

善に向けた取組を検証し、適切な事務手続きを

徹底されたい。 

１ 収入事務について 

（１）建築指導手数料 

１）建築指導手数料 

・申請書等の確認について 

窓口で申請代理人から提出された申請書を、

審査担当職員が必要書類の添付や認定基準へ

の適合等を確認した後、総務担当職員が申請書

に記載された申請者氏名で納付書を作成して

申請代理人に交付し、即日納付されたことを確

認しました。 

翌日、審査担当職員が申請書類を精査した

際、申請書と添付図書で申請者氏名が異なって

いたことから、申請代理人に連絡して確認した

ところ、申請書が誤記であることが判明し、同

日、申請書の申請者氏名を訂正しました。 

しかし、申請手数料の納付書は、申請時に申

請書に記載されたとおりの申請者氏名で作成

され、納付済みであったことから、審査担当職

員は領収書の申請者氏名の訂正の必要がある

とは考えておらず、申請代理人からも領収書の

申請者氏名の訂正の申出がなかったため、申請

書の氏名が調定書と異なる状態になりました。 

監査委員から指摘を受け、申請代理人に連絡

し、領収書の申請者氏名の訂正について確認し

たところ、可能であれば訂正してほしいとの希

望があったため、松山市財務会計規則第６条第

１項ただし書の規定を適用し、領収書の申請者

氏名を訂正しました。 

今後は、申請書の受付時に申請書と添付図書

の氏名や住所の整合を確認することや、審査担

当職員と総務担当職員の情報共有を密にする

など、適正な事務手続きの執行に努めます。 

  



 

 

 

（別紙１） 

外部監査での指摘事項の措置通知書 

 理財部  管財課 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

指摘８【公有財産の実物調査について】 

 

松山市においては、平成 22年度の包括外

部監査『公有財産及び物品の管理運営に関

する事務の執行について』の 22 ページで、

『公有財産についても現物の確認を行い、実

態と台帳が乖離していないかの調査を毎年

度行うなどの対処が必要であると考える。単

年度で全ての公有財産現物の利用状況を確

かめることが現実的に困難であれば、年度ご

とで範囲を定めてローテーションによる照合

作業を行う等の措置も考えられる。』との指摘

がなされている。この指摘に対して、市は指摘

に対する措置状況一覧において『今後につ

いては、備品のように毎年すべての利用状況

を確認することは、現実的には困難である

が、用地課への登記依頼の確認や資産税課

の登録情報などの関係各課の情報確認、及

び定期的に施設所管課に実態と台帳の整合

性について確認作業の依頼を行っていく。』と

言った措置内容を公表している。 

平成 23年３月の実物調査は包括外部監査の

指摘に対する対応であり、平成 28 年度は固

定資産台帳整備に伴う確認作業に過ぎな

い。これらは措置状況一覧で公表していると

ころの「定期的に施設所管課に実態と台帳の

整合性について確認作業の依頼を行ってい

く」には該当してないと思われる。また、定期

的に実態と台帳の整合性について確認を行う

制度の整備も十分とは言えない。これでは指

摘に対する措置内容に記載された措置が十

分に行われているとはとても言えない状態で

あると言わざるを得ない。よって公有財産につ

いて定期的に実態と台帳の整合性について

の確認作業とその制度化について再度検討

が必要であると考える。 

指摘８【公有財産の実物調査について】 

 

公有財産は全庁から閲覧できる場所に財

産のデータを掲示するとともに、毎年、施設所

管課に実態と公有財産台帳の整合性の確認

を依頼し、結果を報告させていたが、登録漏

れがあったことから、実態と台帳との整合性の

確認作業を行うために、令和５年度から実物

調査を下記方法で実施することとした。 

調査方法は、毎年度２部局ずつを対象に、

部局ごとの土地・建物台帳データから調査対

象とする財産を管財課で抽出。まず、管財課

が単独で現地を確認し、疑義があるものにつ

いては、必要に応じて施設所管課立会いのも

と再度現地確認を行う（５年度間で全部局を

調査予定）。 

調査で問題ありと判断された財産は、施設

所管課に対し問題点及び改善点を文書で指

摘し、対応を指示。施設所管課から財産台帳

の登載変更通知書等を受領後、台帳を実態

に則した正しい内容に修正する。 

今後も松山市財務会計規則等に沿った適

正な公有財産の管理に努める。 
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外部監査での指摘事項の措置通知書 

理財部 管財課 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

（指摘②）財務会計規則第 301 条の管財課長と

の協議のあり方の検討 

 

 財務会計規則第 301条では、行政財産とする

目的で土地を取得しようとするときは、「管財課

長に協議しなければならない」とされており、各

課が起案する財産の取得にかかる起案文書に

管財課長の合議を受けることをもって協議として

いる。 

しかし、監査対象の案件「（ⅱ）平井保育園・

浮穴保育園」については所管課の認識不足、

「（ⅲ）松山広域都市計画道路事業３・２・60 号

松山駅北東西線整備事業用地」については、

市道用地取得のケースと同様に考え、合議を受

けていなかった。 

 財務会計規則第 301 条において土地を取得

しようとするときに「管財課長に協議しなければ

ならない」とされている趣旨は、管財課が事前に

情報を得ることで、公有財産の管理や公有財産

台帳の作成を適切に行うための事前情報を入

手すること、所管課に対して必要に応じて土地

や建物の取得等の助言を行うことにある。 

そのため、基本的には、公有財産の適切な

管理の面からは「管財課長に協議しなければな

らない」点は遵守されるべきと考えられる。その

一方で、所管課と管財課との間で情報が共有さ

れている点が重要であり、事前の報告などで情

報が十分に共有されている場合は、合議を受け

るという意味での協議が行われなかったとしても

問題はないと考えられる面もある。 

そこで、まず、どのような行為が第 301条の協

議にあたるのか（決裁の合議だけなのか、事前

の報告も含まれるのかなど）を改めて規則の趣

旨を鑑みて整理、検討する必要があると考えら

れる。その上で協議の必要なケースと不要なケ

ースについて明確にすることが望ましい。 

 
 

（指摘②）財務会計規則第 301 条の管財課長と

の協議のあり方の検討 

 

 財務会計規則第 301条に定める管財課長へ

の協議について、起案文書の合議の徹底を全

庁に通知した。 

また、公有財産に関する事務の取り扱いの要

点をまとめた簡易なマニュアルを作成し、協議

の必要性を各課等に説明するとともに、協議が

必要なケースと不要なケースを明確にし、規則

で定める手続きの遵守を周知した。 

 今後も地方自治法及び財務会計規則に

沿った適正な処理に努める。 
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外部監査での指摘事項の措置通知書 

 理財部  管財課 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

（指摘４）公有財産台帳への登録漏れ 

 

 公共施設マネジメント推進委員会に提出さ

れている「未利用地一覧」に記載のある土地

について、公有財産台帳への登録状況の確

認を行ったところ、旧浅海分団３部（味栗）消

防ポンプ蔵置所用地について、公有財産台

帳への登録漏れが判明した。 

旧北条市時代から公有財産台帳への記載が

漏れていたもので、実態と台帳が整合してい

ない状況は問題であり、今後定期的に担当

課へ現物の確認を行い、実態と台帳が乖離し

ていないかの調査をするなど対処すべきであ

る。 

（指摘４）公有財産台帳への登録漏れ 

 

 登録漏れのあった旧浅海分団３部（味栗）消

防ポンプ蔵置所用地は、令和３年度に財産

台帳の登載通知書を施設所管課から提出さ

せ、公有財産台帳への登録を行った。 

これまでは、公有財産のデータを全庁から

閲覧できる場所に掲示するとともに、毎年、施

設所管課に実態と公有財産台帳の整合性の

確認を依頼し、結果を報告させていたが、本

件のような登録漏れがあり、指摘を受け実態と

台帳との整合性の確認作業を行うために、令

和５年度から実物調査を下記方法で実施す

ることとした。 

調査方法は、毎年度２部局ずつを対象に、

部局ごとの土地・建物台帳データから調査対

象とする財産を管財課で抽出。まず、管財課

が単独で現地を確認し、疑義があるものにつ

いては、必要に応じて施設所管課立会いのも

と再度現地確認を行う（５年度間で全部局を

調査予定）。 

調査で問題ありと判断された財産は、施設

所管課に対し問題点及び改善点を文書で指

摘し、対応を指示。施設所管課から財産台帳

の登載変更通知書等を受領後、台帳を実態

に則した正しい内容に修正する。 

 今後も松山市財務会計規則等に沿った適

正な公有財産の管理に努める。 

 

 

 



 

 

 

（別紙１） 

外部監査での指摘事項の措置通知書 

理財部 管財課 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

（指摘⑤）未利用地一覧表への記載漏れ 

 

 令和３年５月に実施された未利用地調査の際

に所管課から管財課に提出された調査票に記

載されなかった土地が５件発見された。このこと

から、所管課において未利用地ではないとの判

断に誤りがないことを組織的に担保するための

仕組みが不十分であったと考えられ、未利用地

に関する調査の方法について改善が必要であ

ると考えられる。 

 この点、調査する際の調査方法に未利用地の

定義を記載することで、未利用地か否かの判断

基準をより明確にすることが対応策の一つとなる

と考える。 

参考として、鳥取県では未利用地について下

記のとおり定義している。 

・既に未利用の状態になっており、将来にわた

って利用の予定がない財産。 

・事業用地として取得した財産のうち、現に未着

工の状態で、将来にわたって着工見込みのな

い財産。 

（鳥取県（平成 28 年 11 月）「第３回県有施設・

資産有効活用戦略会議資料」P.1） 
 

（指摘⑤）未利用地一覧表への記載漏れ 

 

 中核市を調査したところ、各市の定義は、行政

目的の喪失、貸し付けていない、利用困難な急

傾斜地等の除外など様々であったため、各市の

基準等を参考に本市で未利用財産として扱う公

有財産の定義を作成した。 

今後の調査では、未利用財産の定義を記載

し判断基準を明確にすることで、未利用財産の

組織的な判断を担保していく。 

 また、この定義に基づき所管課から通知され

た未利用地は、現在の状況等を精査し一覧表

にまとめることとした。 
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（指摘⑥）公有財産の評価替えについて 

 

 公有財産について、時価への評価替えは平

成 25 年度に１度実施されただけで、その後の３

年ごとの評価替えは実施されていない。 

このため、現状では規則に反する状態となっ

ている。もし実務的に３年ごとの評価が難しいと

いうことであれば、規則を改正すべきであり、事

実その検討は行われているようだが、いまだ改

正には至っていない。規則の改正も行わず、規

則違反状態を継続している現状は問題あると言

わざるを得ない。 

早急に規則の遵守若しくは規則の改正を行う

べきである。 

 
 

（指摘⑥）公有財産の評価替えについて 

 

公有財産は、使用料の算出や売却など目的

や必要性に応じて、固定資産仮評価や不動産

鑑定士による評価を行っている。 

 中核市の状況を調査したところ、半数以上の

市で規則に評価や改定の規定がなく、公会計

による固定資産台帳でも取得価格等を記載し

再評価は行っていない。 

 評価替えには、システム改修等の負担が生じ

るが、全ての公有財産を３年ごとに評価替えす

る必要がないことから、令和５年４月１日付の財

務会計規則改正で評価替えの規定を削除する

こととした。 
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（指摘⑦）未利用財産の検討対象について 

 

 利用可能性の低い公有財産については、審

査対象から外されているということだが、その除

外過程が不明瞭である。 

除外するにしても、そのためのルールを策定

するか、または、審議にかけ検証過程を残すべ

きである。そうでなければ除外するのかしないか

の判断が担当者に委ねられることになり、不合

理であり客観性を欠くことになる。 

 

 

（指摘⑦）未利用財産の検討対象について 

 

審査の検討対象を客観的な基準で選定す

るため、面積の規模や一定の評価額による基

準を設定した。 

 また、審査の対象外となった未利用地や普

通財産については、現在の状況等を記載した

一覧表としてまとめ、審査会や庁内で情報を

提供していくこととした。 
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（指摘 №6）ポンプ場維持管理費の集計漏れ

について 

 

松山市公共施設等総合管理計画（令和４

年３月改訂）の「２．今後 10 年間の維持管理・

更新等に係る経費の見込み」に今後 10 年間

の維持管理・修繕に要する支出見込み額を

表形式で記載している。 

この維持管理・修繕に要する当該支出見

込み額について、毎年度総務省から照会の

ある「地方財政状況調査（決算統計）」の作成

作業の際の分析データ等を用いて試算して

いることを担当者に確認したが、河川に係る

当該支出見込み額として考慮すべき下記ポ

ンプ場運転管理事業が決算統計の分析では

「普通建設事業費」とされていたため、集計漏

れが生じ、今後 10 年間の維持管理・修繕費

が 230,642千円過小に算定されていた。結果

として、長寿命化対策後の効果額が 230,642

千円過大となっており、これを修正する必要

がある。 

 

ポンプ場維持管理費の見込額を精査し、

松山市公共施設等総合管理計画中「２．今

後 10年間の維持管理・更新等に係る経費

の見込み－公共施設（一般会計）－維持管

理・修繕の額」を以下のとおり修正した（令

和 5年 5月計画改訂済。）。 

修正前 7,246百万円 

修正後 7,483百万円 
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（指摘５）耐用年数経過時に単純更新した場合

の金額等の算出方法の適正化 

 

松山市公共施設等総合管理計画（本編）第５章 

「２．今後 10 年間の維持管理・更新等に係る経

費の見込み」に耐用年数経過時に単純更新し

た場合の数値を表形式で記載している。この

点、下記 2 点を修正する必要があることが発見

された。 

 

①主に道路橋梁に関する維持管理・修繕と改

修の見積もり方法と想定される支出との間に比

較的大きな差異があったため、見積もり方法を

変更する必要があった。 

 

②市道について、長寿命化の対象は幹線道路

であるが、単純更新した場合の費用に生活道

路も含めたことで、単純更新に要する費用が過

大に算出され、長寿命化対策の効果額が実態

と大きく乖離している。そのため、計画上の比較

対象の諸条件を整理し、「耐用年数経過時に単

純更新した場合」の費用を修正する必要があっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

①耐用年数経過時の更新という形式的な

見積ではなく、点検結果や修繕の実績等を

考慮するなど、実態に則した見積方法に修

正した。 

 

②「耐用年数経過時に単純更新した場合」

の費用から生活道路分を除き、松山市公共

施設等総合管理計画の費用を修正した。 
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（指摘７）市管理橋梁の点検漏れ 

 

一般財団法人日本みち研究所が Web 上で公

開している「全国道路施設点検データベース～

損傷マップ～」を監査人にてサンプルベースで

閲覧したところ、市道間に架橋された道路橋の

一部に、国土交通省、県、市等のいずれも関与

していない橋を２件発見した。 

①眞情大橋（まごころおおはし） 平成２年７月

設置  

②二反地橋（にたんぢはし） 平成２年７月設置 

いずれの橋も、橋梁設置者である愛媛県から松

山市へ管理が移管され、橋梁台帳は作成され

ていたが、市において点検対象橋梁の一覧表

へ登載がされていなかった。いずれの橋も、地

域住民の生活道路として交通量が多く、点検を

失念したまま放置することは安全上問題がある

ため、これらの点検を速やかに実施することが

必要である。  

 
 

指摘のあった『眞情大橋』、『二反地橋』に

ついては、橋梁台帳は作成されているもの

の、点検橋梁の一覧表から漏れており点検

が未実施であった。 

一覧表への登載漏れの原因としては、橋梁

台帳への追加時に係間での情報共有がな

されて無かったことが考えられる。 

 

今後は橋梁台帳に新規追加する場合は、受

付・台帳登録の作業を行う段階で、点検一

覧表への追加のチェック項目を設けて決

裁を行い、確実な引継ぎが行えるよう事務

手続きを徹底させる。 

 

監査中の指摘を受けて、令和４年１２月に

職員の目視による点検を行い、緊急を要す

るような損傷や劣化が確認されなかった

ことから、日常のパトロールで重点的に観

察を続けた。 

 

なお該当の２橋については、令和５年度に

定期点検業務委託を発注し、令和５年１２

月点検を行った。 

点検結果については、眞情大橋、二反地橋

の２橋とも予防保全段階である判定区分

Ⅱであった。 

これらの点検結果を受けて、引続き適正な

維持管理を行っていく。 

 

 

 

 

 


